
南砺市行政改革推進委員会条例の制定について 

１．制定の目的 

現在、要綱により設置している南砺市行政改革推進委員会を、出席委員の意

見をとりまとめ、委員会としての意志を表明する地方自治法に定める市の付属

機関として位置づけるため、条例を制定するもの。

２．条例と要綱の違い 

・条例：前述、制定の目的のとおり、市長の諮問に応じ、市長に意志を表明

できる。

・要綱：意見交換の場と位置づけられ、出席委員が交わした意見を市が施策

の参考とする。

（旧）要綱

（所掌事項）

第２条 委員会は、市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

２ 委員会は、前項に規程する事項に関し、市長に意見及び提言を述べること

ができる。

（新）条例

（所掌事項）

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。

（１）市の行政改革の推進について必要な事項

（２）前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

３．条例による組織について 

・委嘱期間：委嘱期間は継続します。（令和２年３月３１日まで）

・委  員：委員の構成員は継続します。（１８名）

「地域審議会の推薦を受けた者 ８人以内」

は「地域づくり協議会連合会の推薦を受けた者 ８人以内」と

なります。

４．スケジュール 

令和 元年 ８月 南砺市行政改革推進委員会条例（案）について、

南砺市行政改革推進委員会で協議

 ９月 パブリックコメントの実施

１２月 南砺市議会へ上程

令和 ２年 １月 条例施行
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議案第  号 

南砺市行政改革推進委員会条例の制定について 

南砺市行政改革推進委員会条例を別紙のとおり定める。 

令和 年 月 日提出 

南砺市長 田 中 幹 夫 
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南砺市条例第  号 

南砺市行政改革推進委員会条例 

（設置）

第１条 社会経済情勢の変化に対応した持続可能な行政運営、健全な財政基盤の整備

及び市民と共に取り組む市政をより一層推進するため、南砺市行政改革推進委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。

（１）市の行政改革の推進について必要な事項

（２）前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

（組織）

第３条 委員会は、委員１８人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が

委嘱する。

（１）地域づくり協議会連合会の推薦を受けた者 ８人以内

（２）学識経験者 ２人以内

（３）各種団体の推薦を受けた者 ４人以内

（４）公募委員 ４人以内

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。

２ 委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、委員長が召集し、

委員長が議長となる。
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２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

（部会）

第６条 委員会に、専門的な事項を調査審議するため、必要に応じて部会を設置する

ことができる。

２ 部会の構成員は、委員会の委員のうちから委員長が任命する。

３ 部会に、部会長及び副部会長各１人を置く。

４ 第４条第２項から第４項までの規定は、部会長及び副部会長について準用する。

５ 第５条の規程は、部会の会議について準用する。

（関係者の出席）

第７条 委員会の会議又は部会の会議において、その所掌事項を遂行するために議長

又は部会長が必要があると認めるときは、市職員その他関係者を出席させて意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、市長政策部行革・施設管理課において処理する。

（委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和  年  月  日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 施行日前において南砺市行政改革推進委員会設置要綱（平成２６年南砺市告示第

２８号）の規定により置かれた南砺市行政改革推進委員会（以下「旧委員会」とい

う。）並びにその委員、委員長、副委員長、部会の構成員、部会長及び副部会長は、

それぞれ、施行日において、この条例の規定により置かれた委員会並びにその委員、

委員長、副委員長、部会の構成員、部会長及び副部会長となり、同一性をもって存

続するものとする。この場合において、委員会の委員の任期は、第３条第２項本文

の規定にかかわらず、旧委員会の委員としての残任期間に相当する期間とする。 
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